
○ 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 

昭 和 四 十 七 年 三 月 三 十 日 

大 分 県 条 例 第 十 六 号 

改 正 平 成 一 五 年 三 月 二 〇 日 条 例 第 二 〇 号 

平 成 二 四 年 一 二 月 二 一 日 条 例 第 七 〇 号 

令 和 二 年 三 月 三 〇 日 条 例 第 一 二 号 

令 和 三 年 一 〇 月 五 日 条 例 第 三 二 号 

大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 

大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 公 衆 浴 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。 

一 一 般 公 衆 浴 場 公 衆 浴 場 の う ち 、 そ の 利 用 の 目 的 及 び 形 態 が 地 域 住 民 の 日 常 生 活 に お

い て 保 健 衛 生 上 必 要 な も の と し て 利 用 さ れ る も の を い う 。 

二 そ の 他 の 公 衆 浴 場 公 衆 浴 場 の う ち 、 一 般 公 衆 浴 場 以 外 の も の を い う 。 

三 営 業 者 業 と し て 公 衆 浴 場 を 営 む 者 を い う 。 

四 原 湯 浴 槽 の 湯 を 再 利 用 せ ず に 浴 槽 に 直 接 注 入 さ れ る 温 水 を い う 。 

五 原 水 原 湯 の 原 料 に 用 い る 水 及 び 浴 槽 の 水 の 温 度 を 調 整 す る 目 的 で 浴 槽 の 水 を 再 利 用

せ ず に 浴 槽 に 直 接 注 入 さ れ る 水 を い う 。 

六 上 が り 用 湯 洗 い 場 及 び シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 湯 栓 か ら 供 給 さ れ る 温 水 を い う 。 

七 上 が り 用 水 洗 い 場 及 び シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 水 栓 か ら 供 給 さ れ る 水 を い う 。 

八 浴 槽 水 浴 槽 （ 屋 内 の も の に 限 る 。 ） 内 の 湯 水 を い う 。 

九 飲 料 水 水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 ） 第 三 条 第 九 項 に 規 定 す る 給 水 装 置

に よ り 供 給 さ れ る 水 そ の 他 飲 用 に 適 す る 水 を い う 。 

十 貯 湯 槽 原 湯 等 を 貯 留 す る 槽 を い う 。 

十 一 ろ 過 器 浴 槽 水 を 再 利 用 す る た め 、 浴 槽 水 中 の 微 細 な 粒 子 、 繊 維 等 を 除 去 す る 装 置

を い う 。 



十 二 集 毛 器 浴 槽 水 を 再 利 用 す る た め 、 浴 槽 水 に 混 入 し た 毛 髪 及 び 比 較 的 大 き な 異 物 を

捕 集 す る 網 状 の 装 置 を い う 。 

十 三 調 節 箱 洗 い 場 の 湯 栓 及 び シ ャ ワ ー に 送 る 湯 の 温 度 を 調 節 す る た め の 槽 を い う 。 

十 四 循 環 配 管 湯 水 を 浴 槽 と ろ 過 器 等 と の 間 で 循 環 さ せ る た め の 配 管 を い う 。 

十 五 循 環 式 浴 槽 ろ 過 器 等 を 通 し て 浴 槽 水 を 循 環 さ せ る 構 造 の 浴 槽 を い う 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 令 二 条 例 一 二 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 配 置 の 基 準 ） 

第 三 条 一 般 公 衆 浴 場 を 新 た に 設 置 し よ う と す る 場 合 は 、 既 設 の 一 般 公 衆 浴 場 と の 直 線 距 離

が 三 百 メ ー ト ル 以 上 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

こ の 限 り で な い 。 

一 公 共 事 業 の た め に 一 般 公 衆 浴 場 が 移 転 し な け れ ば な ら な い 場 合 に お い て 、 知 事 が 支 障

が な い と 認 め る 場 所 で 当 該 公 衆 浴 場 の 営 業 者 が 引 き 続 き 一 般 公 衆 浴 場 を 経 営 す る と き 。 

二 地 理 的 な 状 況 、 人 口 の 密 度 又 は 湯 質 等 に よ つ て 、 知 事 が 公 衆 衛 生 上 必 要 と 認 め た と き 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 構 造 設 備 の 基 準 ） 

第 四 条 公 衆 浴 場 の 構 造 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 脱 衣 室 と 浴 室 の 間 は 、 見 通 し の で き る 方 法 で 区 画 す る こ と 。 

二 浴 室 の 床 面 及 び 浴 室 の 床 面 か ら 高 さ 一 ・ 五 メ ー ト ル ま で の 側 壁 は 耐 水 性 の 材 料 を 用 い 、

浴 室 の 床 面 は 排 水 及 び 清 掃 の 容 易 な 構 造 で あ る こ と 。 

三 浴 槽 の 縁 の 高 さ は 、 洗 い 場 の 床 か ら 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

四 浴 室 に は 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 を 入 浴 者 数 に 応 じ て 十 分 供 給 す る た め に 必 要 な

数 の 湯 栓 及 び 水 栓 を 設 け る こ と 。 

五 浴 室 又 は 脱 衣 室 に は 、 入 浴 者 の 利 用 し や す い 場 所 に 一 箇 所 以 上 の 飲 料 水 を 供 給 す る 設

備 を 設 け 、 飲 用 に 適 す る 旨 の 表 示 を す る こ と 。 

六 入 浴 者 が 利 用 し や す い 場 所 に 便 所 を 設 け 、 防 虫 、 防 臭 及 び 流 水 式 手 洗 い の 設 備 を 設 け

る こ と 。 

七 サ ウ ナ 設 備 （ 熱 気 又 は 蒸 気 を 発 生 さ せ て 、 発 汗 を 促 す 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 設

け る 場 合 に は 、 次 の 構 造 と す る こ と 。 

イ 温 度 調 節 設 備 及 び 温 度 計 を 備 え 、 常 に 適 温 を 保 持 で き る 構 造 と す る こ と 。 

ロ サ ウ ナ 設 備 （ 個 人 用 の も の を 除 く 。 ） の 室 内 を 容 易 に 見 通 す こ と が で き る 窓 を 適 当

な 位 置 に 設 け る こ と 。 



ハ 出 入 口 は 、 入 浴 者 が 内 部 か ら 開 閉 で き る 構 造 と す る こ と 。 

２ 知 事 は 、 土 地 の 状 況 そ の 他 特 別 な 事 由 に よ り 、 や む を 得 な い と 認 め る と き 、 又 は 公 衆 衛

生 上 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 前 項 の 基 準 を 緩 和 す る こ と が で き る 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 全 改 ） 

（ 衛 生 の 措 置 の 基 準 ） 

第 五 条 公 衆 浴 場 の 衛 生 の 措 置 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 公 衆 浴 場 の 施 設 内 の 換 気 、 採 光 、 照 明 及 び 保 温 は 、 脱 衣 、 入 浴 等 に 支 障 の な い よ う 十

分 に 行 う こ と 。 

二 脱 衣 室 、 浴 室 、 便 所 等 入 浴 者 が 直 接 利 用 す る 施 設 及 び 設 備 は 、 常 に 清 潔 を 保 ち 、 ね ず

み 、 昆 虫 等 を 駆 除 す る こ と 。 

三 排 水 設 備 は 、 排 水 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 十 分 に 清 掃 し 、 か つ 、 防 臭 に 努 め る こ と 。 

四 浴 槽 に 入 る 前 に は 身 体 を 洗 う こ と 等 の 入 浴 上 の 注 意 事 項 を 、 脱 衣 室 等 の 入 浴 者 の 見 や

す い 場 所 に 掲 示 す る こ と 。 

五 薬 湯 、 サ ウ ナ 設 備 等 入 浴 に 注 意 が 必 要 な 施 設 に あ つ て は 、 入 浴 上 の 注 意 事 項 を 入 浴 者

の 見 や す い 場 所 に 掲 示 す る こ と 。 

六 入 浴 者 に 、 く し 、 タ オ ル 、 か み そ り 等 を 貸 与 す る 場 合 は 、 新 し い も の 又 は 消 毒 し た 清

潔 な も の と す る こ と 。 

七 入 浴 者 の 安 全 確 保 に 努 め る こ と 。 

八 原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 並 び に 浴 槽 水 は 、 別 表 第 一 で 定 め る 基 準 に 適

合 す る 湯 水 で あ る こ と 。 

九 浴 槽 水 は 、 常 に 清 浄 を 保 ち 、 か つ 、 浴 槽 を 満 た し て い る こ と 。 

十 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 は 、 常 に 清 浄 を 保 ち 、 か つ 、 十 分 な 量 を 供 給 す る こ と 。 

十 一 打 た せ 湯 及 び シ ャ ワ ー に は 、 浴 槽 水 を 使 用 し な い こ と 。 

十 二 露 天 風 呂 の 湯 水 が 、 浴 槽 水 に 混 じ る こ と の な い よ う に す る こ と 。 

十 三 貯 湯 槽 の 生 物 膜 そ の 他 の 汚 れ の 状 況 を 定 期 的 に 監 視 し 、 そ の 除 去 を 行 う た め の 清 掃

及 び 消 毒 を 行 い 、 清 掃 時 に は 貯 湯 槽 内 の 原 湯 等 を 完 全 に 排 水 す る こ と 。 

十 四 浴 槽 水 は 、 毎 日 （ 循 環 式 浴 槽 で 毎 日 完 全 に 換 水 し な い も の 又 は 常 に 原 湯 を 供 給 し 、

浴 槽 水 を あ ふ れ さ せ る 浴 槽 に あ つ て は 、 一 週 間 に 一 回 以 上 ） 完 全 に 換 水 し 、 浴 槽 を 清 掃

す る こ と 。 

十 五 調 節 箱 は 、 生 物 膜 の 状 況 を 監 視 し 、 一 年 に 一 回 以 上 、 そ の 除 去 を 行 う た め の 清 掃 及

び 消 毒 を 行 う こ と 。 



十 六 シ ャ ワ ー は 、 少 な く と も 一 週 間 に 一 回 、 内 部 の 水 が 置 き 換 わ る よ う に 通 水 す る と と

も に 、 シ ャ ワ ー ヘ ッ ド 及 び ホ ー ス は 、 六 箇 月 に 一 回 以 上 点 検 し 、 内 部 の 汚 れ 及 び ス ケ ー

ル を 除 去 す る た め 、 一 年 に 一 回 以 上 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

十 七 図 面 等 に よ り 配 管 の 状 況 を 正 確 に 把 握 し 、 不 要 な 配 管 は 、 生 物 膜 の 形 成 場 所 と な ら

な い よ う 管 理 す る こ と 。 

十 八 営 業 者 は 、 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 浴 槽 水 に つ い て 別 表 第 一 の 水 質 項 目 に 係 る

水 質 検 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 公 衆 浴 場 の 所 在 地 を 所 管 す る 保 健 所 長 に 報 告 す る と と も に 、

入 浴 者 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 す る こ と 。 

十 九 営 業 者 は 、 衛 生 管 理 に 関 す る 手 引 書 を 作 成 し て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 し 、 か つ 、 営 業

者 又 は 従 業 者 の う ち か ら 日 常 の 衛 生 管 理 に 係 る 責 任 者 を 定 め る こ と 。 

二 十 営 業 者 は 、 水 質 検 査 結 果 、 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 測 定 結 果 等 の 記 録 を 作 成 し 、 三 年 間 保

管 す る こ と 。 

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 循 環 式 浴 槽 を 設 置 し て い る 場 合 の 衛 生 の 措 置 の 基 準 は 、 次 の

と お り と す る 。 

一 貯 湯 槽 の 原 湯 等 の 温 度 は 、 常 に 摂 氏 六 十 度 以 上 に 保 つ こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い

場 合 に は 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 が 繁 殖 し な い よ う 貯 湯 槽 の 原 湯 等 の 消 毒 を 行 う こ と 。 

二 一 週 間 に 一 回 以 上 、 ろ 過 器 を 十 分 に 逆 洗 浄 し て 汚 れ を 排 出 す る と と も に 、 浴 槽 水 を 循

環 さ せ る た め の 設 備 の 適 切 な 清 掃 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

三 浴 槽 水 の 誤 飲 を 防 ぐ た め の 措 置 を と る こ と 。 

四 浴 槽 水 の 消 毒 に は 、 塩 素 系 薬 剤 を 使 用 し 、 浴 槽 水 中 の 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 又 は 結 合 残 留

塩 素 濃 度 に つ い て 毎 日 測 定 し 、 別 表 第 二 で 定 め る 基 準 に 保 つ こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り

難 い 場 合 で 知 事 が 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

五 浴 槽 水 の 消 毒 に 塩 素 系 薬 剤 を 使 用 し て い る と き は 、 当 該 薬 剤 を ろ 過 器 の 直 前 に 投 入 す

る こ と 。 

六 集 毛 器 は 、 毎 日 清 掃 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

七 あ ふ れ 出 た 浴 槽 水 を 回 収 し て 浴 用 に 供 す る 場 合 は 、 オ ー バ ー フ ロ ー 還 水 管 は 、 直 接 循

環 配 管 に 接 続 し な い こ と 。 

八 オ ー バ ー フ ロ ー 還 水 管 及 び 回 収 し た 湯 水 を 貯 留 す る 回 収 槽 （ 以 下 単 に 「 回 収 槽 」 と い

う 。 ） の 内 部 の 清 掃 及 び 消 毒 を 一 週 間 に 一 回 以 上 行 う と と も に 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 が 繁 殖

し な い よ う 回 収 槽 の 湯 水 を 消 毒 す る こ と 。 

九 水 位 計 は 、 配 管 内 の 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と が で き る 構 造 又 は 配 管 等 を 要 し な い セ ン



サ ー 方 式 で あ る こ と 。 
十 水 位 計 配 管 は 、 一 週 間 に 一 回 以 上 、 清 掃 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

十 一 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 、 ジ ェ ッ ト 噴 射 装 置 等 微 小 な 水 粒 を 発 生 さ せ る 設 備 （ 以 下 「 気

泡 発 生 装 置 等 」 と い う 。 ） を 設 置 し て い る 場 合 は 、 当 該 浴 槽 の 浴 槽 水 及 び 当 該 設 備 に 必

要 な 湯 水 に は 、 連 日 使 用 し て い る 浴 槽 水 を 使 用 し な い こ と 。 

十 二 気 泡 発 生 装 置 等 の 内 部 に お け る 生 物 膜 そ の 他 の 汚 れ の 状 況 を 定 期 的 に 監 視 し 、 そ の

除 去 を 行 う た め の 清 掃 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

十 三 浴 槽 に 湯 水 が あ る と き は 、 ろ 過 器 及 び 消 毒 装 置 を 常 に 作 動 さ せ る こ と 。 

十 四 配 管 は 、 内 部 の 湯 水 を 完 全 に 排 水 で き る よ う な 構 造 と す る こ と 。 

３ 知 事 は 、 第 一 項 第 十 八 号 に 規 定 す る 措 置 を 講 じ な い 営 業 者 に 対 し 、 当 該 措 置 を 講 じ る よ

う 指 示 す る も の と す る 。 

４ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 示 を 受 け た 営 業 者 が そ の 指 示 に 従 わ な い と き は 、 当 該 営 業

者 の 設 置 す る 公 衆 浴 場 の 名 称 及 び そ の 講 じ な い 措 置 の 内 容 を 公 表 す る も の と す る 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 追 加 、 令 二 条 例 一 二 ・ 一 部 改 正 ） 

（ 風 紀 の 措 置 の 基 準 ） 

第 六 条 公 衆 浴 場 の 風 紀 の 措 置 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 脱 衣 室 及 び 浴 室 は 、 男 女 を 区 別 し 、 そ の 境 界 に は 、 隔 壁 を 設 け て 、 相 互 に 見 通 す こ と

が で き な い よ う に し 、 脱 衣 室 の 出 入 口 に は 男 女 別 の 表 示 を す る こ と 。 た だ し 、 利 用 の 形

態 に よ り 知 事 が 支 障 が な い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

二 脱 衣 室 及 び 浴 室 は 、 外 部 か ら 見 通 し の で き な い よ う に す る こ と 。 

三 七 歳 以 上 の 男 女 を 混 浴 さ せ な い こ と 。 

四 風 紀 を 乱 す お そ れ の あ る 文 書 、 絵 画 、 写 真 、 物 品 、 広 告 又 は 装 飾 設 備 の 設 置 又 は 掲 示

を 行 わ な い こ と 。 

五 従 業 員 の 服 装 は 清 潔 で 、 か つ 、 善 良 な 風 俗 を 乱 す お そ れ の な い も の と す る こ と 。 

六 家 族 風 呂 （ 家 族 が 借 り 切 り で 利 用 す る 形 態 の 公 衆 浴 場 を い う 。 ） を 設 け る 場 合 は 、 第

一 号 及 び 第 三 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。 

（ 平 一 五 条 例 二 〇 ・ 旧 第 五 条 繰 下 ・ 一 部 改 正 、 令 三 条 例 三 二 ・ 一 部 改 正 ） 

附 則 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 大 分 県 公 衆 浴 場 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 大 分 県 条 例 第 四 十 七 号 ） は 、 廃 止 す る 。 

３ こ の 条 例 施 行 の 際 現 に 公 衆 浴 場 法 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 公 衆 浴 場 を 経



営 し て い る 者 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 一 年 間 は 、 衛 生 の 措 置 の 基 準 及 び 風 紀

の 措 置 の 基 準 の う ち 、 構 造 に 関 係 の あ る 事 項 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 当 該 事 項 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。 

附 則 （ 平 成 一 五 年 条 例 第 二 〇 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ 改 正 後 の 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 第

十 一 号 及 び 第 十 二 号 並 び に 同 条 第 二 項 第 五 号 及 び 第 八 号 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以

後 に 公 衆 浴 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の

許 可 の 申 請 の あ っ た 公 衆 浴 場 の 設 置 又 は 同 日 以 後 の 公 衆 浴 場 の 施 設 の 変 更 に つ い て 適 用 す

る 。 

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 法 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て い る 者 が 経 営 す る 公

衆 浴 場 で 、 改 正 前 の 第 二 条 第 一 号 の 普 通 公 衆 浴 場 及 び 同 条 第 二 号 の 特 殊 公 衆 浴 場 に 該 当 す

る も の は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 条 例 第 二 条 第 一 号 の 一 般 公 衆 浴 場 及 び 同 条 第 二 号 の そ の 他 の

公 衆 浴 場 と み な す 。 

附 則 （ 平 成 二 四 年 条 例 第 七 〇 号 ） 抄 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） 

３ 整 備 法 附 則 第 二 十 条 の 規 定 に よ り 第 二 条 に よ る 改 正 後 の 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 以

下 「 新 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 」 と い う 。 ） で 定 め る 基 準 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 が 条 例 で 定 め

る 基 準 と み な さ れ る 場 合 に お け る 新 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 第 三 条 第 一 号 及 び 第 二 号 、 第 五 条

第 二 項 第 四 号 並 び に 第 六 条 第 一 号 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 知 事 」 と あ る の は 、

「 保 健 所 を 設 置 す る 市 の 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

附 則 （ 令 和 二 年 条 例 第 一 二 号 ） 抄 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） 

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 公 衆 浴 場 法 第 二 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 公 衆 浴 場 を 経 営 し て い

る 者 に つ い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 分 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 第 五 条 第 二 項 第



七 号 、 第 九 号 及 び 第 十 四 号 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 六 月 間 は 、 適 用 し な い 。 
附 則 （ 令 和 三 年 条 例 第 三 二 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ） 

（ 令 二 条 例 一 二 ・ 全 改 ） 

水 質 項 目 水 質 基 準 検 査 方 法 

レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 出 さ れ な い こ と （ 一 〇 〇 ミ リ リ ッ

ト ル 中 に 一 〇cfu 未 満 ） 。 

ろ 過 濃 縮 法 又 は 冷 却 遠 心 濃 縮 法 

別 表 第 二 （ 第 五 条 関 係 ） 

（ 令 二 条 例 一 二 ・ 全 改 ） 

項 目 基 準 濃 度 （mg ／l ） 

遊 離 残 留 塩 素 濃 度 通 常 〇 ・ 四 、 最 高 一 ・ 〇 

結 合 残 留 塩 素 濃 度 三 ・ 〇 

 


